
号

外�
平

成
二
十
一
年

四

月

一

日

本
庁
各
課(

財
政
課
、
法
務
・
情
報
公
開
課
、

行
政
改
革
課
、
職
員
厚
生
課
、
税
務
課
、
管
財

課
、
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
、
市
町
村
課
、
地
域

振
興
課
、
情
報
企
画
課
、
研
究
開
発
課
、
国
際

課
、
統
計
課
、
廃
棄
物
対
策
課
、
不
法
投
棄
監

視
課
、
地
球
環
境
課
、
男
女
参
画
青
少
年
課
、

人
づ
く
り
文
化
課
、
人
権
施
策
推
進
課
、
医
療

整
備
課
、
保
健
医
療
課
、
生
活
衛
生
課
、
薬
務

本
庁
各
課
の
出
納
員(

出
納

管
理
課
に
あ
つ
て
は
総
括
管

理
監
の
職
に
あ
る
出
納
員)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四

○
岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

五

○
岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六

告

示

○
岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

同

)

七

○
岐
阜
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
取
り
扱
う
現
地
機
関
の
指
定
に

関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(
同

)

七

規

則

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
九
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
中｢

第
百
六
十
九
条
の
四
第
二
項｣

を｢

第
百
六
十
九
条
の
七
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
五
十
三
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

除
権
判
決｣

を｢

除
権
決
定｣

に
改
め
、｢

受
け
た
と
き
は｣

の
下
に｢

、
除
権
決
定
の
正
本
を
徴
し｣

を
加
え
る
。

第
五
十
四
条
第
一
項
中｢

除
権
判
決｣

を｢

除
権
決
定｣

に
、｢

判
決
書｣

を｢

除
権
決
定
の
正
本｣

に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中｢

二
万
円｣

を｢

三
万
円｣

に
改
め
る
。

第
百
十
七
条
第
一
項
中｢

三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト｣

を｢

三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め
る
。

｢

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日



村
課

振
興
課

企
画
課

開
発
課

課課
本
庁
各
課(

市
町
村
課
、
情
報
企
画
課
、
研
究

開
発
課
、
国
際
課
、
統
計
課
、
観
光
・
ブ
ラ
ン

ド
振
興
課
、
地
域
振
興
課
、
廃
棄
物
対
策
課
、

不
法
投
棄
監
視
課
、
地
球
環
境
課
、
男
女
参
画

青
少
年
課
、
少
子
化
対
策
課
、
人
づ
く
り
文
化

課
、
人
権
施
策
推
進
課
、
医
療
整
備
課
、
保
健

医
療
課
、
生
活
衛
生
課
、
薬
務
水
道
課
、
高
齢

福
祉
課
、
障
害
福
祉
課
、
子
ど
も
家
庭
課
、
地

域
福
祉
国
保
課
、
モ
ノ
づ
く
り
振
興
課
、
商
業

流
通
課
、
企
業
誘
致
課
、
情
報
産
業
課
、
中
小

企
業
課
、
労
働
雇
用
課
、
県
産
材
流
通
課
、
森

林
整
備
課
、
治
山
課
、
施
設
調
整
課
及
び
競
技

式
典
課
を
除
く
。)

財
政
課

法
務
・
情
報
公
開
課

行
政
改
革
課

職
員
厚
生
課

税
務
課

管
財
課

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー

水
道
課
、
高
齢
福
祉
課
、
障
害
福
祉
課
、
子
ど

も
家
庭
課
、
地
域
福
祉
国
保
課
、
モ
ノ
づ
く
り

振
興
課
、
商
業
流
通
課
、
企
業
誘
致
課
、
情
報

産
業
課
、
中
小
企
業
課
、
観
光
・
ブ
ラ
ン
ド
振

興
課
、
労
働
雇
用
課
、
県
産
材
流
通
課
、
森
林

整
備
課
、
治
山
課
、
施
設
調
整
課
及
び
競
技
式

典
課
を
除
く
。)

市
町
村
課

情
報
企
画
課

研
究
開
発
課

国
際
課

統
計
課

観
光
・
ブ
ラ
ン
ド
振
興
課

地
域
振
興
課

本
庁
各
課
の
出
納
員(

出
納

管
理
課
に
あ
つ
て
は
総
括
管

理
監
の
職
に
あ
る
出
納
員)

人
事
課
の
出
納
員

市
町

地
域

情
報

研
究

国
際

統
計

興
課

廃
棄
物
対
策
課

不
法
投
棄
監
視
課

地
球
環
境
課

男
女
参
画
青
少
年
課

人
づ
く
り
文
化
課

人
権
施
策
推
進
課

モ
ノ
づ
く
り
振
興
課

商
業
流
通
課

企
業
誘
致
課

情
報
産
業
課

中
小
企
業
課

観
光
・
ブ
ラ
ン
ド
振
興
課

労
働
雇
用
課

廃
棄
物
対
策
課

不
法
投
棄
監
視
課

地
球
環
境
課

男
女
参
画
青
少
年
課

少
子
化
対
策
課

人
づ
く
り
文
化
課

人
権
施
策
推
進
課

モ
ノ
づ
く
り
振

商
業
流
通
課

企
業
誘
致
課

情
報
産
業
課

中
小
企
業
課

労
働
雇
用
課

別
表
二
中

を

｣

｢

｢

に
、

｣
｢を

｣

｢
｢

に
、

を

｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

に
、｢

産
業
政
策
課｣

を｢

商
工
政
策
課｣

に
改
め
、
阿
多
岐
ダ

｣

ム
管
理
事
務
所
の
項
を
削
る
。

第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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備
考１
原
則
と
し
て
３
枚
複
写
と
し
､
原
符
を
編
て
つ
し
た
ま
ま
使
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
｡

２
番
号
は
､
独
自
の
一
連
番
号
を
あ
ら
か
じ
め
記
載
し
て
お
き
､
書
損
じ
等
の
場
合
で
あ
つ
て
も
こ
れ
を
切
り
取
る
こ
と
な
く
､
そ
の
理
由
を
記
入
し
て
保
存
し
て
お
く
こ
と
｡

３
納
入
者
住
所
は
､
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
､
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

４
納
付
の
区
分
に
つ
い
て
は
､
該
当
の
な
い
も
の
を
抹
消
す
る
こ
と
｡
な
お
､
現
金
と
納
付
証
券
に
よ
り
納
付
を
受
け
た
と
き
は
､
別
々
に
領
収
書
を
交
付
す
る
こ
と
｡

５
現
金
領
収
証
書
原
符
の
引
継
欄
に
は
､
第
26条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
現
金
収
納
員
か
ら
出
納
員
又
は
分
任
出
納
員
に
引
継
い
だ
日
付
を
記
載
し
､
引
受
け
た
出
納
員
又
は
分
任
出
納

員
が
押
印
す
る
こ
と
｡
な
お
､
出
納
員
又
は
分
任
出
納
員
が
収
納
し
た
場
合
は
､
本
欄
に
記
載
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
｡

６
現
金
領
収
証
書
原
符
の
引
継
欄
に
つ
い
て
は
､
引
継
欄
の
内
容
を
手
書
き
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
｡

用
紙
規
格
１
片
縦
19cm

横
10cm

年
月

日
領
収

納
付
目
的

金
額

項 年度 納
入
者

住
所
氏
名

現
金
(証
券
)
領
収
証
書
原
符

様

百 目 会計

引
受
者
印

引
継
年
月
日 引

継

十
万

区分 千 節 款

・
・

証
券
納
付

現
金
納
付

百 第
号

十
円

年
月

日
領
収

納
付
目
的

金
額

項 年度 納
入
者

住
所
氏
名 現
金
(証
券
)
領
収
証
書
原
符
(写
)

様

百 目 会計

十
万

区分 千 節 款

証
券
納
付

現
金
納
付

百 第
号

十
円

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
｡

年
月

日

出
納
員
､
分
任
出
納
員
､
現
金
収
納
員

氏
名�

納
付
目
的

金
額

項 年度 納
入
者

住
所
氏
名

現
金
(証
券
)
領
収
証
書様

百 目 会計

十
万

区分 千 節 款

証
券
納
付

現
金
納
付

百 第
号

十
円

第
７
号
様
式
(第
26条
関
係
)

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



総
務
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
有
料
道

路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
の
用
に

供
す
る
識
別
カ
ー
ド(

以
下｢

識
別

カ
ー
ド｣

と
い
う
。)

の
出
納
、
保

管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

林
政
部
森
林

整
備
課

森
林
整
備
課
美

濃
市
駐
在

美
濃
市
駐
在
に
お
い
て
取
り
扱
う
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受

シ
ス
テ
ム
の
用
に
供
す
る
識
別
カ
ー
ド(

以
下｢

識
別
カ
ー

ド｣

と
い
う
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る

こ
と
。

取
調
べ
監
督
課

総
務
課

取
調
べ
監
督
課
に
お
い
て
取
り
扱

う
識
別
カ
ー
ド
の
出
納
、
保
管
及

び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
識
別

カ
ー
ド
の
出
納
、
保
管
及
び
記
録

管
理
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
課

第
二
十
八
号
様
式
中｢資

金
前
渡
職
員
(担
当
者
)
職
氏

名�
｣

を｢資
金

前
渡
職
員
(担
当
者
)
氏

名�
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
九
号
様
式
の
八
中｢供

用
状
況
｣

を｢供
用
主
任
者
等
｣

に
、｢備

考
１
｣

を｢特
記
事
項
｣

に
、｢備

考
２
｣

を｢遊
休
物
品
｣

に
、｢備

考
３
｣

を｢出
納
理
由
｣

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
特
定
物
品
及
び
特
定
動
物
に
つ
い
て
は
､
使
用
目
的
及
び
所
在
場
所
の
記
載
は
不
要
と
す
る
｡

第
三
十
九
号
様
式
乙
中

｢検
査
員
職
氏
名
｣

を

｢検
査
者
氏
名
｣

に
、｢検

査
員
の
氏
名
欄
｣

を

｢検
査
者
氏
名
欄
｣

に
改
め
、
同
様
式
丙
中｢検

査
員
職
氏
名
｣

を｢検
査
者
氏
名
｣

に
、｢検

査

員
の
氏
名
欄
｣

を｢検
査
者
氏
名
欄
｣

に
改
め
る
。

第
百
三
号
様
式
中｢検

査
員

職
氏

名
様
｣

を｢検
査
員

氏
名

様
｣

に
、｢(被

検
査
者
)
職
氏

名�
｣

を｢
(被
検
査
者
)
氏

名�
｣

に
改
め

る
。

｢前
任
者
出
納
員
氏

名

第
百
四
号
様
式
中

後
任
者
職

氏
名

立
会
人
職

氏
名
｣

を ｢前
任
者
出
納
員
氏

後
任
者

氏

立
会
人

氏

名名名
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
会
計
規
則
に
規
定
す
る
第
七
号
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
会
計
規
則(

以
下｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
現
金(

証
券)

領
収
証
書
原
符
に
改
正
後
の
規
則
第
七
号
様
式
の
現
金(

証
券)

領
収
証
書

原
符
の
引
継
欄
の
内
容
を
手
書
き
で
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
号

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
健
康
福
祉
部
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
産
業
労
働
部
情
報
産
業
課
の
項
、
加
茂
高
等
学
校
の
項
、
恵
那
南
高
等
学
校
の

｢

項
及
び
中
津
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
の
項
中

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
二
東
京
事
務
所
の
項
中｢

総
務
課
長｣

を｢

管
理
調
整
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
上
席
の
職
員｣

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )４



二

岐
阜
県
企
画
経
済
関

係
手
数
料
徴
収
条
例

一

岐
阜
県
総
務
関
係
手

数
料
徴
収
条
例(

平
成

二
十
一
年
岐
阜
県
条
例

第
九
号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て｢

手
数
料
条

例｣

と
い
う
。)

１

手
数
料
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
数
料

２

手
数
料
条
例
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
申
請

１

手
数
料
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
数
料

２

手
数
料
条
例
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
申
請

の
際
に
徴
収
し
な
い
手
数
料
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の

六

岐
阜
県
警
察
関
係
手

数
料
徴
収
条
例(

平
成

二
十
一
年
岐
阜
県
条
例

第
四
十
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て｢

手
数
料

条
例｣

と
い
う
。)

五

岐
阜
県
土
木
関
係
手

数
料
徴
収
条
例(

平
成

二
十
一
年
岐
阜
県
条
例

第
三
十
三
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て｢

手
数

料
条
例｣

と
い
う
。)

四

岐
阜
県
農
林
関
係
手

数
料
徴
収
条
例(

平
成

二
十
一
年
岐
阜
県
条
例

第
三
十
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て｢

手
数
料

条
例｣

と
い
う
。)

三

岐
阜
県
厚
生
環
境
関

係
手
数
料
徴
収
条
例

(

平
成
二
十
一
年
岐
阜

県
条
例
第
十
九
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

手
数
料
条
例｣

と
い

う
。)

(

平
成
二
十
一
年
岐
阜

県
条
例
第
十
七
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

手
数
料
条
例｣

と
い

う
。)

１

手
数
料
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
数
料

２

手
数
料
条
例
別
表
第
一
七
の
表
に
規
定
す
る
パ
ー
キ
ン
グ
・

メ
ー
タ
ー
作
動
手
数
料
及
び
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
手

数
料

１

手
数
料
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
数
料

１

手
数
料
条
例
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
申
請

の
際
に
徴
収
し
な
い
手
数
料
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の

２

手
数
料
条
例
別
表
七
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料

３

手
数
料
条
例
別
表
十
九
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料(

農
政
部

農
業
技
術
課
に
お
い
て
徴
収
す
る
も
の
を
除
く
。)

４

手
数
料
条
例
別
表
二
十
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料(

家
畜
人

工
授
精
講
習
会
手
数
料
及
び
家
畜
受
精
卵
移
植
講
習
会
手
数
料

を
除
く
。)

５

手
数
料
条
例
別
表
二
十
一
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料

１

手
数
料
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
数
料

２

手
数
料
条
例
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
申
請

の
際
に
徴
収
し
な
い
手
数
料
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の

３

手
数
料
条
例
別
表
第
一
一
の
表
に
規
定
す
る
保
育
士
登
録
申

請
手
数
料
、
保
育
士
登
録
証
書
換
え
交
付
手
数
料
及
び
保
育
士

登
録
証
再
交
付
手
数
料

４

手
数
料
条
例
別
表
第
一
四
十
五
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料

５

手
数
料
条
例
別
表
第
一
四
十
七
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料

６

手
数
料
条
例
別
表
第
一
四
十
八
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料

の
際
に
徴
収
し
な
い
手
数
料
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の(

手

数
料
条
例
別
表
第
一
四
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料
を
除
く
。)
に
改
め
、
同
表
名
古
屋
事
務
所
の
項
中｢

総
務
課
長｣

を｢

調
査
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
上
席
の
職
員｣

に
改
め
、
同
表
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
研
究
所
の
項
中｢

総
務
課
長｣

を｢

管
理
調
整
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
上

席
の
職
員｣
に
改
め
、
同
表
保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
項
中｢

衛
生
健
康
課
長｣

を｢

生
活
衛
生

担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
上
席
の
職
員｣

に
改
め
、
同
表
国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
の
項
中｢

総
務
課
長｣

を｢

管
理
部
長｣
に
改
め
、
同
表
木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル
の
項
中｢

総
務
課
長｣

を｢

訓
練
課
長｣

に
改

め
、
同
表
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
の
項
中｢

総
務
課
長｣

を｢

管
理
課
長｣

に
改
め
、
同
表
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
ひ
だ
の
項
中｢

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ひ
だ｣

を｢

文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
一
号

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
中｢

第
四
号｣

を｢

第
十
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で｣

に
改
め
、｢

、
別
表｣
の
下
に｢

上
欄

に
掲
げ
る
条
例
に
規
定
す
る
手
数
料
の
う
ち
同
表
下
欄｣

を
加
え
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表(

第
四
条
関
係)

附

則
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品
目

確
認
者

確
認
日

今
回
支
出
負
担
額
通
知

所
属

年
月

日

単
価
(円
)

数
量

年
月
分

金
額
(円
)

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
二
号

岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
用
度
事
業
事
務
取
扱
規
則(
昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
５
号
様
式
甲
(第
６
条
関
係
)

ペ
ー
ジ

用
度
会
計
支
出
負
担
額
通
知
書

用
度
会
計
支
出
負
担
額
内
訳
書
(品
目
別
)

年
月

日
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合
計

電
話
番
号

確
認
者

確
認
日

今
回
支
出
負
担
額
通
知

所
属

基
本
料 年

月
日

ダ
イ
ヤ
ル
通
話
料
電
報
料
工
事
料

年
月
分

国
際
･そ
の
他

別
記
第
５
号
様
式
乙
(第
６
条
関
係
)

ペ
ー
ジ

用
度
会
計
支
出
負
担
額
通
知
書

用
度
会
計
支
出
負
担
額
内
訳
書
(電
話
)

年
月

日

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
二
株
式

会
社
十
六
銀
行
中
央
市
場
支
店
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
十
三
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
表
二
中
株
式
会
社
十
六
銀
行
中
央
市
場
支
店
の
項
中｢

株
式
会
社
十
六
銀
行
中
央
市
場
支
店｣

を

｢

株
式
会
社
十
六
銀
行
あ
か
な
べ
支
店｣

に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
三
田
洞
支
店
の
項
中

｢

岐
阜
城
北
高
等
学
校｣

の
下
に｢

、
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー｣

を
加
え
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行

大
野
支
店
の
項
中｢

、
西
濃
保
健
所
揖
斐
セ
ン
タ
ー｣

を
削
り
、
同
表
株
式
会
社
十
六
銀
行
西
高
山
支

店
の
項
中

｢

、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ひ
だ｣

を
削
り
、
同
表
株
式
会
社
大
垣
共
立
銀
行
揖
斐
支
店
の
項
中

｢

西
濃
振
興
局
揖
斐
事
務
所｣

の
下
に｢

、
西
濃
保
健
所
揖
斐
セ
ン
タ
ー｣

を
、｢

揖
斐
高
等
学
校｣

の

下
に｢

、
揖
斐
特
別
支
援
学
校｣

を
加
え
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

岐
阜
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
取
り
扱
う
現
地
機
関
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
八
年
岐

阜
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。平

成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

｢

西
濃
保
健
所
揖
斐
セ
ン
タ
ー｣

を
削
る
。
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平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


